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は じ め に 

 

 

 目に見えない新型コロナウイルスという脅威が、 

人類の生活様式を一変させようとしています。 

このコロナ禍では、自由に移動できない、会食が 

できない、人と人とのつながりが保てないなど、こ 

れまでに無い心身へのストレスが重くのしかかり、 

町民のみなさまにおかれましては、健康を維持する 

ことへの不安が日に日に大きくなっているかと思い 

ます。 

 町民のみなさまが心身ともに健康でいられること、 

それが一番の願いであり、目指すところです。こうい 

った状況だからこそ、いかにみなさまの健康を維持し、 

増進させるか、それが「健康都市」を宣言している町 

の第一の使命であると考えています。 

この度、町民のみなさまの健康を維持・増進する施策や事業を計画的に進めるため「第

２次さむかわ元気プラン」を策定いたしました。 

 計画の基本理念は、「ひとのつながり、地域のつながり、つながるこころで豊かに生活

できるまち」であります。一人ひとりが主体的に「自分の健康は自分で守る」という意

識を持つことが基本ではありますが、人や地域とのつながりから力を生み出し、より効

果的に健康増進が図られることを期待しているものです。 

 町が掲げているブランドスローガン「『高座』のこころ。」は、「高座郡」という、その

名に品格と高い志を感じるこの地で、いにしえからさむかわの人々に受け継がれている

「穏やかさ」、「優しさ」、「あたたかさ」を表したものです。この「穏やかさ」、「優しさ」、

「あたたかさ」こそ、人や地域とのつながりを形成する礎となり、町民のみなさまの健

康維持・増進に寄与するものと考えています。 

 個人・地域・行政ともに手をとり一丸となって、健康で活気のある町にしてまいりま

しょう。 

 

令和３年３月 

                         

寒川町長 木村 俊雄 
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第１章 計画策定にあたって  

１ 計画策定の背景 

近年わが国は、生活環境の向上や食生活の改善、医学の進歩により世界有数の長寿国

となりました。しかし急速な高齢化が進む一方で、生活スタイルの欧米化、食生活の変

化などを原因とした「がん」、「心疾患」、「脳血管疾患」、「糖尿病」などの生活習慣病が

増加、また、それに加えてロコモティブシンドローム1など、生活の中に新たな課題も出

てきました。 

   こうした社会状況の変化を受けて、国は、平成２４年７月に健やかで心豊かに生活

できる活力ある社会の実現を目指すとともに、社会保障制度が持続可能なものとなる

よう、「健康日本２１（第２次）」を策定しました。 

また、神奈川県においては、平成２５年３月に健康寿命を延ばし、誰もが健康で生

き生きと自分らしく生活が送られるよう、「かながわ健康プラン２１（第２次）」を策

定、そして心身の状態を表す新たな概念である「未病」の改善といった観点から、健

康増進の取り組みを進めています。 

   寒川町においても、平成１５年に施行された「健康増進法」に基づき、平成２０年度

に「さむかわ元気プラン」を策定し、１３年間の計画期間に町民の健康増進のための様々

な施策や事業を進めてきましたが、令和２年度で計画期間が終了することから、これま

での取組を見直し、国や県の動向を踏まえて、地域全体で健康づくりにつながるしくみ

の構築など、「健康づくり」、「歯と口腔の健康」「食育」といった取り組みを包括的に進

めるため、「第２次さむかわ元気プラン」を策定し、更なる健康づくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
1 「立つ」「歩く」といった移動機能が低下している状態 

  

【未病とは・・・】 

未病とは、健康と病気を「二分論」の概念で捉えるのではなく、心身の状態は 

健康と病気の間を連続的に変化するもととして捉え、この全ての変化の過程を表す 

概念である。 

また、この一連の変化の過程において、特定の疾患の予防・治療に止まらず、 

心身の状態をより良い状態に近づけることを未病の改善という。  

※国の「健康・医療戦略」（平成２９年２月）より 

 

 

 

健康づくり 歯と口腔の健康 食育 
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２ 計画の趣旨と位置づけ 

本計画は、寒川町総合計画２０４０において施策の方向として示されている「健康寿

命の延伸」との関連や、国の「健康日本２１」（第２次）、県の「かながわ健康プラン２

１」（第２次）を背景とし、本町の個別計画である「寒川町みんなの地域福祉つながりプ

ラン」（上位計画）、「寒川町障がい者福祉計画」、「寒川町高齢者保健福祉計画」、「寒川町

国民健康保険データヘルス計画特定健康診査等実施計画2」、「寒川町子ども・子育て支援

事業計画」、「寒川町スポーツ推進計画」等との整合を図り、健康全般に関わる様々な分

野における課題等の解決に向けて、健康づくりの方向性を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
2 高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、保険者は被保険者及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康

診査（特定健康診査）及びその結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導（特定保健指導）を実施するこ

ととされたため、それに基づいて基本的事項を定める計画をいいます。 

寒川町 

国 

連携 

県 

寒川町総合計画２０４０ 

 

第 2次 

さむかわ元気プラン 

健康日本２１（第2次） 

かながわ健康 

プラン２１（第２次） 

 
寒川町障がい者福祉計画 

 

寒川町国民健康保険データ

ヘルス計画特定健康診査等

実施計画 

寒川町みんなの地域福祉つながりプラン 

 

第 2次 

さむかわ元気プラン 

 
寒川町高齢者保健福祉計画 

 
寒川町子ども・子育て 

支援事業計画 

 
寒川町スポーツ推進計画 

等 
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３ 計画期間 

 本計画は、令和３年度から令和１０年度までの８ヵ年を計画の期間として定め、令和

３年度から令和６年度までを前期計画、令和７年度から令和１０年度までを後期計画

とします。 

 

平成 

30 

年度 

令和 

元 

年度 

令和 

2 

年度 

令和 

3 

年度 

令和 

4 

年度 

令和 

5 

年度 

令和 

6 

年度 

令和 

7 

年度 

令和 

8 

年度 

令和 

9 

年度 

令和 

10 

年度 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２次さむかわ元気プラン 

 寒川町総合計画２０２０  寒川町総合計画２０４０(令和３年度～令和２２年度) 

前 期 後 期 

 さむかわ元気プラン 
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第２章 基本理念・基本目標・基本方針  

 １ 計画の基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

町の「健康都市宣言」（昭和６２年９月２８日）では、『健康は、生きがいのある充実

した生活を送るうえで、最も重要で基本的な条件である。』とされています。 

この実現には、一人ひとりが主体的に「自分の健康は自分で守る」という意識を持ち、

ひとのつながりや地域のつながりを大切にすることが基調となります。 

「ひとのつながり、地域のつながり、つながる力で健康づくり」を基本理念として推

進し、つながることで生まれる力で、町民一人ひとりが生涯を通じて、健全なこころと

からだをつくり、明るく幸せな生活を送れることを目指します。 

 

 

 

 【ひとのつながりが健康をつくる】 

  タバコを吸わない、運動する、太りすぎないといったライフスタイルが健康や長生き 

に良いことは誰でも知っています。それ以上に健康と長寿に良い影響があるライフスタ 

イルが、「ひとのつながり、社会のつながり」で、その影響は運動の３倍と言われていま 

す。 

２０１８年イギリスでは「孤独担当大臣」が創設され、ひとや社会のつながりをつく 

る施策が実施されています。 

  (出典)Holt-Lunstad J,Smith TB,Layton JB.Social relationships and mortaliy risk;A meta-analytic review.  

          村山洋史：東京大学高齢社会総合研究機構・特任講師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとのつながり、地域のつながり、つながる力で健康づくり 
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２ 計画の基本目標 

 

 

 

 

 平均自立期間と平均寿命の差（不健康期間）を縮小し、自立して元気に生活できる期

間を延ばすために、ひとのつながり、地域のつながりに重点を置き、「未病」の概念を加

え、ライフステージに合わせた健康課題に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均自立期間と平均寿命の推移 

【平均自立期間（日常生活動作が自立している期間の平均）とは・・】 

介護保険データを元に、要介護２以上を「不健康」と定義し、それ以外を「日常生活

動作が自立している」として算出したものです。 

これまで健康寿命として取り扱ってきた指標は、３年ごとに実施される国民生活基礎

調査（大規模調査）を元に算出するため、毎年算出することができません。 

 平均自立期間は、市町村単位で毎年算出できることから、健康寿命の補完指標として

活用することが、厚生労働省「健康寿命の在り方に関する有識者研究会」で提案されて

います。（令和元年１２月） 

性別 年度  国 県 町 

男性 
Ｈ２９ 

平均寿命 ８０．８ ８１．３ ８１．２ 

平均自立期間 ７９．６ ８０．０ ７９．８ 

不健康期間 １．２ １．３ １．４ 

Ｈ３０ 
平均寿命 ８０．８ ８１．３ ８１．２ 

平均自立期間 ７９．８ ８０．２ ８０．２ 

不健康期間 １．０ １．１ １．０ 

女性 
Ｈ２９ 

平均寿命 ８７．０ ８７．３ ８７．０ 

平均自立期間 ８４．０ ８４．０ ８３．６ 

不健康期間 ３．０ ３．３ ３．４ 

Ｈ３０ 
平均寿命 ８７．０ ８７．３ ８７．０ 

平均自立期間 ８４．０ ８４．０ ８３．５ 

不健康期間 ３．０ ３．３ ３．５ 

                        （歳） 

○平均自立期間と平均寿命との差を縮小する。 （自立して元気に生活できる期間を延ばす） 
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３ 基本方針 

  本計画では、「ひとのつながり、地域のつながり」に重点を置き、ライフステージに応じ

た健康づくり、食育を推進します。 

  個人や家庭、地域住民、各団体、行政機関等がつながることで、基本目標が達成できる

よう支援します。 

 

基本方針 

１ ライフステージ毎の健康課題に応じた、ひととつながる健康づくり・食育 

２ ひとや地域とつながる環境の整備 

３ 主体的な健康づくりを支える健康状態の見える化 

 

 

 

 

【見える化とは・・・】 

    この計画の中での「見える化」は、健康状態を検診の血液検査値や、日々の 

体重、血圧、歩数、食事量、飲酒量、たばこの本数、飲んだ薬などを記録して、 

その変化を見ることです。 

見えるように記録をすることで、自分の身体の問題すなわち異常（未病や病 

気の状態）に気づき、考え、改善に向けての行動につなげるためのものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見えれば気づく 

 

気づくと動く 

 

動くと変わる 

 

変化の可視化 
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第３章 計画の推進 

１ 計画推進のための役割 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

地域には、日々の暮らしを通じて人々が知り合い、会話が生まれ、きずなを

つくる土台があります。そして、そこで行われる行事や催しは文化や伝統を周

囲の人々に広め、次の世代へと伝えていく役割が期待されます。 

地域住民がお互いの交流を通じて、健康づくり・食育を実践していくことが

求められ自分、家庭の取り組みを支える役割があります。 

行政は、健康課題や地域特性を

明らかにし、健康づくりや食育に

関する正しい情報や有益な知識を

普及・啓発します。 

また、自分（家庭）、地域、団体

の活動を支え、暮らしにつなぐ役

割を担っているため、ひとのつな

がり、地域のつながりの環境づく

りを支援します。 

 

 さまざまな関係機関や各団体

は、それぞれの特性を生かして、主

体的にに健康づくりと食育を実践

すると同時に、ひとをつなぎ、意欲

を高める普及活動や健康づくりに

関する情報提供などで、自分（家

庭）、地域の取り組みを支える役割

があります。 

計画を推進し、目標を達成するための主役です。 

あなた自身が、ひとや地域とつながり、健康づくりや食育の正しい知

識を身につけ、主体的に、健全な生活を送るようにしていくことが大切

です。 

定期的に健康診断やからだの測定を受け、自分の健康状態の「見える

化」に努めましょう。 

 また、家庭は、健康的な生活習慣の基礎を育む大切な場であり、健康

的な生活習慣を次世代へつなげる役割が期待されます。 
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２ 計画を効果的に推進する POINT 

 

 

 

 この計画は、健康づくりと食育を実行していくための計画です。 

目標を達成するためには町民が計画の目的を理解し、取り組みに参加することが大きなポ

イントとなります。 

広報さむかわやホームページへの掲載、ＳＮＳからの発信、イベントや講座での啓発など、

積極的に周知し、一人でも多くの町民の意識向上に努めます。 

 

 

 

 この計画を推進し目標を達成するためには、連携と協働が必要です。 

医師会・歯科医師会・薬剤師会などの医療関係機関、自治会・民生委員・シニアクラブな

ど地域で活動する団体、体育協会・レクリエーション協会などのスポーツ・運動団体と連携、

協働しながら取り組みを進めることで、「ひとのつながり、地域のつながり、つながる力で

健康づくり」を実現します。 

 

 

 

 

 

 

この計画は、すべての町民が対象となり、総合的に推進することがポイントとなります。 

そのためには、自分（家庭）を中心に置き、地域住民・団体・行政がそれを支えるといっ

た体制を構築する必要があります。 

そして、それぞれが連携と協働、つながりを持ち、健康づくりと食育の目標を達成するた

めに取り組みます。 

  

 
自分（家庭） 

POINT2：連携と協働 

POINT3：推進の体制 

  

    
団体 

 

POINT1：周知 

 
行政 

 

地域住民 
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この計画を推進し、目標を達成するため、関係団体で組織する「さむかわ元気プラン推進

委員会」、そして庁内関係部署で組織する「さむかわ元気プラン連絡会」を開催し、健康づく

りや食育の課題や進捗状況を共有しながら進行管理していきます。 

それぞれの取り組みを展開する中で、意見や情報の交換を積極的に行い、連携と協働をよ

り推進していきます。 

 前期計画の最終年度となる令和６年度に町民アンケートによる実態調査や取り組みの評

価を行い、見直した計画として後期計画を策定します。 

また、計画の最終年度（令和１０年度）には、計画期間８年間の総合的な評価と検証を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT4：進行管理 

施策・事業の実施 

評価の実施 

目標値の設定 

見直し・改善 
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第４章 分野別・ライフステージ別に合わせた健康づくり 

１ 健康づくりの基本的な考え方 

「さむかわ元気プラン」の各目標を達成するためには、個人や家庭が主体的に取り組むことに

加え、それを支える様々な関係団体や行政の相互の連携を促し、地域社会がお互いに支え合い、

ひとのつながり、地域のつながりを大切にした健康づくりを支援することが必要です。 

 

２ 計画の構成 

町民一人ひとりがライフステージの特徴や健康課題に応じて主体的な健康づくりに取り組

りくめるよう、「幼年期」、「少年期」、「青年期」、「壮年期」、「中年期」、「高年期」の６つのライ

フステージを設定しています。 

 

ライフステージ 特徴・めざす姿 

幼年期 

(0～4歳) 

〇生命を維持するためあらゆる機能が確立する時期です。 

〇基本的な生活習慣を身につける重要な時期です。日々の生活体験と人との関

わりをとおし、健やかな心身の機能を育みましょう。 

少年期 

(5～14歳) 

〇基礎能力が身につき、精神神経機能の発達の時期です。健康的な生活習慣を

自ら選択し実践できる力をつけましょう。 

〇学校や地域社会が健やかな心身の発達を支援します。 

青年期 

(15～24歳) 

〇身体的に基礎体力がつき、生理機能が完成し、子どもから大人へ移行する時

期です。 

〇健康的な生活習慣を実践し、健康を確認する力をつけましょう。 

〇積極的な社会参加で豊かなライフスタイルの基礎を築きましょう。 

壮年期 

(25～44歳) 

〇社会的には、働く、家庭を形成し子どもを育てるなど、極めて活動的な時期

であり、働けるという事が、健康であると考える時期です。 

〇自らの健康を確認し、生活習慣を見つめなおして実践しましょう。 

〇社会人、親として、それぞれの立場での地域活動でライフスタイルの幅を広

げましょう。 

中年期 

(45～64歳) 

〇社会的には働き盛りで責任が重くなり、身体的には、心身の状態や身体機能

が気になり始める時期です。 

〇健康状態を定期的に確認し、健康問題を改善できる力をつけましょう。 

〇社会や地域のネットワークが健康維持を支援します。 

高年期 

(65歳以上) 

〇社会的には人生の完成期であり、自分らしく生活を楽しみこころ豊かな生活

をおくることができる時期です。 

〇心身の衰えを最小限におさえられる生活習慣を実践しましょう。 

〇趣味の継続や地域の新しいネットワークに参加し健康維持に努めましょう。 
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３ 分野別・ライフステージ別の行動目標 

平均自立期間と平均寿命の差（不健康期間）を縮小し、自立して元気に生活できる期間を延

ばすために、健康づくりの基本的要素となる①「食育・栄養」②「身体活動・運動」③「休養・

こころの健康」④「歯・口腔の健康」 ⑤「疾病予防・健康管理」⑥「たばこ・アルコール」⑦

「地域」の７つの分野に応じたライフステージごとの行動目標をまとめました。 

 

分 野 幼年期・少年期 青年期・壮年期・中年期 高年期 

食育 

栄養 

一日３回、規則正しく食事をする 

            バランスの良い食事をする 

家族と一緒に食事をする  適正体重を維持する 

身体活動 

運動 

体を動かして遊ぶ    日常生活の中で意識して体を動かす 

            体力・筋力・柔軟性を維持する 

休養 

こころの

健康 

早寝・早起きをする   ストレス解消法を持つ 

            心の健康について正しい知識を身につける 

良い睡眠で休養をとる 

歯・口腔

の健康 

毎食後、歯をみがく習慣を身につける 

定期的に歯科健診を受ける 

            歯間清掃器具を使い、歯ぐきの健康を保つ 

疾病予防 

健康管理 

定期的に健康診断を受ける 

            定期的にがん検診を受ける 

            自分の健康状態を見える化（記録）する 

たばこ 

アルコール 

たばこ・飲酒についての正しい知識を身につける 

            飲酒は適量を心がけ、休肝日をつくる 

たばこは吸わない・受動喫煙させない 

地域 普段の生活を楽しむ   外出したり、人と話す機会、体験を作り町に親しむ 

            複数の活動に参加する 
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幼年期・少年期は、生活リズムをつけることにより、健やかな成長を育み、健康的な生

活習慣を身につけるために大切な時期です。 

・少年期では、午前０時以降に就寝する人が２５．６％です。夜遅くまで起きていると朝食

が食べられない、日中眠気で活動できないなどの影響が出ることがあります。早寝早起き

をすることが大切です。 

・乳歯のむし歯は、前回計画策定時より改善しています。引き続き、歯みがきの習慣をつけ

るとともに、おやつや飲み物の与え方に注意が重要です。幼年期の生活習慣が基礎となり、

少年期で歯みがきをする習慣が定着し、歯に関心がない割合が改善しています。 

・少年期で体を動かして遊ぶ割合は５９．１％で、１０．２ポイント後退しています。学童

期、思春期は身体の基本となる骨や筋肉をつくる大切な時期です。友達、家族といろいろな

運動や学校での活動に積極的に参加し体を動かすことが必要です。 

・少年期に朝食を食べない人の割合は０．４％で、前回と比べ改善しています。朝食を食べな

いと学力や体力が低下するという調査結果が出ていることから、引き続き働きかけが必要

です。 

【指 標 と 目 標 値】 

分  野 指  標 
現状値 

R2年度 

目標値 

R6年度 

食育・栄養 朝食の欠食率（小学 5年生・中学 2年生） 0.4％ 0％ 

平日の朝食を一人で食べる割合（小学 5年生・中学 2年生） 9.7％ 9％ 

身体活動・運

動 

週３日以上運動をする（小学 5年生） － 55％ 

休養・こころ

の栄養 

０時以降に就寝する人の割合（小学 5年生・中学 2年生） 25.6％ 23％ 

歯・口腔の健

康 

２歳で虫歯のない子どもの割合（２歳児） 98.5％1 維持 

３歳で虫歯のない子どもの割合（３歳６か月児） 87.1％2 88％ 

たばこ 

・アルコール 

たばこ・お酒の害を大人より受けやすいことを知っている

割合（小学 5年生・中学 2年生） 

82.2% 85％ 

地 域 普段の生活を楽しいと感じる割合（小学 5年生・中学 2年生） 86.2％ 88％ 

 

                         
1
2歳で虫歯のない子どもの割合については現状値 R1年度 

2
3歳で虫歯のない子どもの割合については現状値 R1年度 

健康づくりの課題 

幼年期・少年期 
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【行 動 目 標 ・ 行 政 の 取 り 組 み】 

・就寝時間を早くして生活リズムを整えるため、親世代へ早寝早起きの啓発をします。 

・３歳でむし歯のない子どもを増やすため、２歳児歯科健診を継続します。 

・朝食を食べない子どもを減らすため、栄養教室で食事の大切さの普及啓発をします。 

・むし歯を防ぐ方法を知らせるため、歯っぴぃデーで普及啓発を行います。 

 

 

 

食育・栄養 ・１日３回規則正しく食事をする。 

・家族と楽しく食事をする。 

・料理はうす味にし、様々な食べ物の味を経験させ、食べ物本来の味

を教える。 

・子どもにできそうな食事の支度や片付けを普段から一緒に行う。 

・「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶や食事のマナーは大人が普

段の生活行動の中で見せ、伝える。 

・テレビやＤＶＤ等をつけたままで食事をしない。 

身体活動・運動 ・スマートフォン、ＤＶＤ、テレビを見る時間は、１日２時間以内に

する。 

・楽しく元気に体を動かす。 

休養・こころの健康 ・早寝、早起きの習慣を身につける。 

・親や異なる年齢の子どもと遊ぶ機会をつくる。 

歯・口腔の健康 ・乳幼児は、大人が仕上げみがきをする。 

・お菓子や飲み物の量、内容、与える時間の正しい知識を得て実践す

る。 

・小中学生は、毎食後歯みがきをする。 

疾病予防・健康管理 ・母子健康手帳、母子アプリを活用し、成長の見える化をする。 

・健康診査や予防接種を受ける。 

・かかりつけ医を持ち、定期健診を受ける。 

たばこ・アルコール ・受動喫煙をさせない環境をつくる。 

・たばこやアルコールの害を正しく理解する。 

地域 ・親子で他の人と知り合う場にすすんで出かける。 

・子育ての負担を減らすために、地域の社会資源を活用する。 

・地域で行われる行事に参加し、仲間づくりを広げる。 

・知り合いには自分からあいさつができる。 

自分（家庭）の目標 



 

25 

 

 

 

 

概要 行政 つながる団体 

乳幼児の健康診断・健康相談・教室・訪問 

予防接種 

重度ハイリスク歯科 

子育て支援課 茅ヶ崎医師会 

茅ヶ崎歯科医師会 

茅ヶ崎市保健所 

保育園に通う園児に対する食育の推進 学び推進課 寒川町内保育園 

遊休農地活用事業 

保育園児（一之宮愛児園）による「さつま

いも」の苗植えと収穫 

農政課  

料理教室 

食育広場・歯っぴぃデー 

健康講座 

 

健康づくり課 茅ヶ崎医師会 

茅ヶ崎歯科医師会 

茅ヶ崎・寒川薬剤師会 

茅ヶ崎市・寒川町地域活動栄

養士にんじんの会 

茅ヶ崎・寒川地区歯科衛生士

の会 

食生活改善推進委員 

スポーツ大会、教室 

スポーツ施設の運営 

スポーツ課 寒川町体育協会 

寒川町レクリエーション協会 

米飯給食の推進、地場産の奨励 教育施設給食課 寒川町立学校 

食育全体計画の策定と食育推進 

小学生の相談 

学校健康診断・歯科健康診断 

歯の衛生週間 

たばこ・アルコールの害指導 

薬物乱用防止教室 

学校教育課 寒川町立学校 

茅ヶ崎医師会 

茅ヶ崎歯科医師会 

茅ヶ崎市保健所 

調理実習事業 公民館 

（教育政策課） 

 

障害者スポーツ教室（卓球） 

障害者各スポーツ大会参加 

子育てサロン 

福祉課 社会福祉協議会 

ボランティアセンター 

子ども向け情報誌「すきっぷ」発行 

地域行事（お祭りなど） 

町民協働課 学校、公民館 

自治会 

小学生向け栄養教室 教育政策課 寒川町婦人会 

 

行政・関係機関の主な取り組み 
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・青年期女性のやせの割合がやや後退しており、適正体重の啓発が引き続き必要です。 

・青年期は、自分で料理したり、外食等選んで食べる機会が増えてきます。食に関する知識や

判断力を養うことが必要です。 

・青年期は、すべての世代の中で最も歯の健康に関心がないという結果となっており、歯周疾

患の予防のため、若い世代からの歯のお口の健康について啓発が必要です。 

・男性の２５～４９歳（壮年期～中年期前半）は、太りぎみが多く、運動をまったくしない割

合も後退していることから、生活習慣病予防のため運動や適正体重の啓発が必要です。 

・普段の生活でストレスをよく感じる割合は、壮年期、中年期で７割を超えており、自分に合

ったストレス解消法を持つ啓発が必要です。 

・生活習慣病予防や健康管理のために、未病の概念を知り、病気になる前に１年に１回の健康

診査やがん検診を受診して、自分の身体の状況を見える化することが必要です。 

・中年期の男性は、毎日飲酒する割合が５割近く、生活習慣病予防のため対策が必要です。 

 

【指標と目標値】 

 

分  野 指  標 
現状値 

R2年度 

目標値 

R6年度 

食育・栄養 朝食の欠食率（青年期） 4.7％ 3％ 

朝食の欠食率（壮年期） 3.0％ 2％ 

外食の際、カロリーや栄養成分など配慮して選ぶ割合（青年期） 25.2％ 27％ 

外食の際、カロリーや栄養成分など配慮して選ぶ割合（壮年期） 31.7％ 33％ 

男性 25～49歳太りぎみ（BMI25以上）の割合 35.7％ 30％ 

女性のやせの割合（青年期） 14.5％ 12％ 

身体活動・運

動 

運動を全くしていない割合（壮年期） 38.6％ 35％ 

運動を全くしていない割合（中年期） 38.2％ 35％ 

休養・こころ

の栄養 

普段の生活でストレスを感じる割合（青年期） 22.4％ 20％ 

普段の生活でストレスを感じる割合（壮年期） 29.7％ 26％ 

歯・口腔の健

康 

歯の健康に関心がない割合（青年期） 24.3％ 22％ 

歯みがきを 1日２回以上する割合（壮年期） 86.2％ 88％ 

定期的に歯科健診や歯石除去・歯面清掃を受けている割合（中年期） 69.9％ 72％ 

55歳～64歳で 24本以上自分の歯がある割合（中年期） 51.9％ 53％ 

青年期・壮年期・中年期 

 

健康づくりの課題 
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【行 動 目 標 ・ 行 政 の 取 り 組 み】 

・定期健康診断を受ける機会のない１９～３９歳を対象とした成人の健康診査時に栄養相談、

歯科相談を併設し、栄養と歯と口腔の健康についての啓発を図ります。 

・かかりつけ歯科医の普及と定期健診の啓発のため、対象年齢の成人歯科健診を継続します。 

・定期健（検）診の受診勧奨や体の測定講座を実施し、未病の状態を見える化する契機としま 

す。 

・肥満者の割合を減らすため、バランスのとれた食事や適正な飲酒について、栄養教室で普及 

啓発します。 

 

 

 

 

 

食育・栄養 

 

・３回の食事のうち、主食3、主菜4、副菜5を基本に多様な食品を組み合

わせた食事を１日２回以上とる。 

・日常的に外食したり惣菜を買う場合は、食品表示を参考にして選ぶ。 

・自分の適正体重を知り、過度なダイエットはしない。（青年期） 

・太りすぎないよう、食事や運動に注意する。（壮年期、中年期） 

身体活動・運動 ・普段から積極的に体を動かす。 

休養・こころの健康 
・日頃から悩みを相談できる家族関係や友達関係をつくる。 

・自分に合うストレス解消法を持つ。 

歯・口腔の健康 
・デンタルフロスや歯間ブラシを使用する。 

・かかりつけ歯科医を持ち、年に１回健診を受ける。 

 

疾病予防・健康管理 

・１年に１回健康診査、がん検診を受診する。 

・健康診査の記録や健康手帳を活用して、検査値の変化を把握する。 

・健康診査の結果を正しく理解し、生活習慣を振り返る。 

・かかりつけ薬剤師を持ち、お薬手帳を活用する。 

                         
3 「主食」とは、米・パン・麺類などの穀類で主に炭水化物によるエネルギー供給源です。（菓子パンは含みません） 
4 「主菜」とは、魚・肉・大豆製品・卵などの主に良質なたんぱく質や脂質の供給源です。 
5 「副菜」とは、野菜や海草・豆類などを利用した料理です。 

疾病予防・ 

健康管理 

過去 1 年間に、健康診査や人間ドックを受けていない割

合（壮年期） 

30.7％ 28％ 

定期的にがん検診を受けていない割合（中年期） 35.0％ 33％ 

たばこ 

・アルコール 

たばこを吸っている割合（中年期） 19.5％ 16％ 

毎日飲酒する割合（中年期） 47.8％ 45％ 

地域 町の健康づくりの講座や教室、イベントに参加したこと

がある割合（青年期～高年期） 

12.6％ 14％ 

自分（家庭）の目標 



 

28 

 

たばこ・アルコール 
・適正飲酒を心がけ、休肝日をつくる。 

・できるだけ禁煙し、喫煙する人は受動喫煙に注意する。 

 

地域 

・地域行事や PTAなどに参加しながら仲間づくりをする。 

・広報、ホームページ、ミニコミ紙などで地域の情報を把握し積極的に

参加する。 

 

概要 行政 つながる団体 

料理教室、各種測定講座 

食育広場・歯っぴぃデー 

成人の健康診査、成人歯科健診、がん検

診 

体操教室 

食生活改善推進委員の養成 

健康運動ボランティアの養成・育成 

健康講座 

特定健診、特定保健指導、健康講座 

健康づくり課 茅ヶ崎医師会 

茅ヶ崎歯科医師会 

茅ヶ崎・寒川薬剤師会 

茅ヶ崎市・寒川町地域活動栄養

士にんじんの会 

茅ヶ崎・寒川地区歯科衛生士の会 

食生活改善推進委員 

健康運動ボランティア 

 

スポーツ大会、教室 

スポーツ施設の運営 

スポーツ課 寒川町体育協会 

寒川町レクリエーション協会 

妊産婦健診、妊婦歯科健診 

子育て支援相談 

子育て支援課 子育て支援センター 

ファミリーサポートセンター 

家庭菜園事業 

わいわい市（地産地消） 

農政課 さがみ農業協同組合 

調理実習事業、健康講座 

ＰＴＡ活動 

公民館 

（教育政策課） 

PTA連絡協議会 

障害者スポーツ教室（卓球） 

障害者各スポーツ大会参加 

福祉課  

さむかわ町民大学、さむかわ出前講座 

生涯学習人材登録制度「ステップアップ」 

自治会活動 

町民協働課 学校、公民館 

 

自治会 

ゲートキーパー（こころのサポーター養

成講座）、自殺対策街頭キャンペーン 

町民窓口課 

 

 

 

食品の安全衛生等に関する相談 

栄養表示に関する普及啓発 

薬物乱用防止啓発 

地域禁煙サポート 

茅ヶ崎市保健所 

学び推進課 

健康づくり課 

商工会 

行政・関係機関の主な取り組み 
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・７５歳以上の男性３割、女性４割がやせぎみとなっています。高齢者のやせは心身の虚弱（フ

レイル）や認知症を引き越しやすいことから対応が必要です。 

・自分の歯が減ってくる時期です。口腔内の汚れは、歯の喪失につながるだけでなく、誤えん 

性肺炎、糖尿病、高血圧等全身の病気にかかわります。かかりつけ歯科医を持ち、定期的に

歯科健診を受け、歯（義歯）や口腔内の手入れを行うことが健康維持につながります。 

・生きがい、趣味、役割を持つことで、こころの健康の維持と認知症の予防が期待できます。

ストレスをためず、上手に解消することが必要です。 

・定期的に健（検）診を受診し、健康状態を把握することが大切です。また、不調は、かかり

つけ医などに相談し、疾病予防や早期治療につなげましょう。 

・閉じこもり予防と心身の虚弱（フレイル）予防の一つとして、地域活動に参加することが必

要です。 

・単身で生活している人も、地域などで一緒に食事を楽しめる環境づくりが必要です。 

 

【指 標 と 目 標 値】 

分  野 指  標 
現状値 

R2年度 

目標値 

R6年度 

食育・栄養 65歳～74歳のやせの割合（BMI 21.5未満） 25.0％ 22％ 

身体活動・運

動 

日頃、日常生活の中で運動を全くしていない割合 19.0％ 16％ 

歯・口腔の健

康 

定期的に歯科検診や歯石除去、歯面清掃を受けている割

合 

64.1％ 66％ 

75歳～84歳で 20本以上自分の歯がある割合 47.3％ 50％ 

疾病予防・健

康管理 

過去 1 年間に、健康診査や人間ドックを受けていない割

合 

29.4％ 27％ 

定期的にがん検診を受けていない割合 27.5％ 25％ 

たばこ・アルコール たばこを吸っている割合 9.8％ 8％ 

地域 何らかの地域活動に参加している割合 － 8％ 

 

 

 

 

 

高年期 

 

健康づくりの課題 
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【行 動 目 標 ・ 行 政 の 取 り 組 み】 

・地域活動に参加することが、心身の虚弱（フレイル）予防、認知症予防につながることを高

年期対象の教室で普及啓発します。 

・低体重高齢者の個別訪問や地域の通いの場へ出向き、高齢者の健康づくりに積極的な支援を

行います。 

・低栄養やフレイル予防のため、適切な栄養摂取や適正体重について、栄養教室で普及します。 

 

 

 

 

食育・栄養 

・主食に偏らず、主菜、副菜をしっかり食べ、骨粗しょう症やエネルギ

ーの過不足や低栄養を予防する。 

・食に関する昔からの言い伝えや、郷土料理等の伝統や文化を次世代に

伝える。 

 

身体活動・運動 

・運動は、年齢や体力に合い、継続できるものを選ぶ。 

・日常生活の中でも意識的に体を動かすように心がける。 

・積極的に歩く 

 

休養・こころの健康 

・質の良い眠りのために、規則正しい生活をする。 

・身だしなみを整えたり、おしゃれ（服、髪型、アクセサリー等）を楽

しみ積極的に外に出ることを意識する。 

 

歯・口腔の健康 

・歯みがきや健口体操を行い、歯の喪失や口腔機能の低下を予防する。 

・義歯になっても口腔内清掃をする。 

・かかりつけ歯科医を持ち、定期的に健診を受ける。 

 

疾病予防・健康管理 

・１年に１回健康診査、がん検診を受診する。 

・感染症、脱水、転倒を予防する。 

・健康診査の結果等、健康手帳に記録して、検査値の変化を把握する。 

・かかりつけ薬剤師を持ち、お薬手帳を活用する。 

たばこ・アルコール 
・病気の重症化予防、健康への悪影響のため、たばこは吸わない。 

・飲酒は適量を心がける。 

 

地域 

・生涯学習、レクリエーションや文化活動に積極的に参加する。 

・地域のイベントや交流の場などの情報を活用する。 

・１人暮らし等への声かけをする。 

 

 

 

 

 

 

自分（家庭）の目標 
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概要 行政 つながる団体 

料理教室、各種測定講座 

食育広場・歯っぴぃデー 

がん検診、インフルエンザ予防接種、肺

炎球菌予防接種 

体操教室 

食生活改善推進委員の養成 

健康運動ボランティアの養成・育成 

健康講座 

高齢者健康診査、健康講座 

健康づくり課 茅ヶ崎医師会 

茅ヶ崎歯科医師会 

茅ヶ崎・寒川薬剤師会 

茅ヶ崎市・寒川町地域活動栄

養士にんじんの会 

茅ヶ崎・寒川地区歯科衛生士の

会 

食生活改善推進委員 

健康運動ボランティア 

スポーツ大会、教室 

スポーツ施設の運営 

スポーツ課 寒川町体育協会 

寒川町レクリエーション協会 

高齢者健康トレーニング教室、スポーツ

大会、元気はっけん広場 

一人暮らし老人等給食サービス 

地域包括支援センター運営 

シニアクラブ育成 

高齢介護課 社会福祉協議会 

シニアクラブ連合会 

家庭菜園事業 

わいわい市（地産地消） 

農政課 さがみ農業協同組合 

調理実習事業、健康講座 公民館 

（教育政策課） 

 

障害者スポーツ教室（卓球） 

障害者各スポーツ大会参加 

福祉課  

さむかわ町民大学、 

生涯学習人材登録制度「ステップアップ」 

自治会活動 

町民協働課 学校、公民館 

 

自治会 

ゲートキーパー（こころサポーター）養

成講座、自殺対策街頭キャンペーン 

町民窓口課 

 

 

食品の安全衛生等に関する相談 

栄養表示に関する普及啓発 

薬物乱用防止啓発 

地域禁煙サポート 

茅ヶ崎市保健所 

学び推進課 

健康づくり課 

商工会 

 

行政・関係機関の主な取り組み 
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４ つながる団体や地域の役割 

一人ひとりの健康づくりを推進するためには、自治会等の地域団体、学校や医療機関などが

個人や家族と有機的につながることが重要です。その期待される役割をまとめました。 

 

地域団体 期待される役割 

自治会 

PTA連絡協議会 

寒川町婦人会 

シニアクラブ連合会 

寒川町体育協会 

寒川町レクリエーション協会 

食生活改善推進委員 

健康運動ボランティア 

活動を通して、一人ひとりを有機的につ

なぐことで、ソーシャルネットワーク（社

会的なつながり）を形成します。それぞれ

の活動が健康づくりを推進します。 

 

保険医療福祉関係団体 期待される役割 

茅ヶ崎医師会 

茅ヶ崎歯科医師会 

茅ヶ崎・寒川薬剤師会 

茅ヶ崎市・寒川町地域活動栄養士にんじんの会 

茅ヶ崎･寒川地区歯科衛生士の会 

民生委員児童委員 

茅ヶ崎市保健所 

寒川町社会福祉協議会 

保健医療福祉の専門家として、情報提供

や啓発活動をさまざまな機会を通して行

うことで、一人ひとりの健康づくりを支

援します。 

 

保育・教育関連機関 期待される役割 

寒川町内保育園・幼稚園 

寒川町立小学校・中学校 

県立高等学校 

家庭や地域とつながりを持ちながら、園

児、児童、生徒が自ら健康的な生活習慣

を選択できる力を支援します。 

 

 関連団体 期待される役割 

さがみ農業協同組合 

寒川町商工会 

地域社会に向けた健康づくりの環境づく

りを支援します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第５章 前計画の評価 
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第５章 前計画の評価 

１ 前計画の評価 

 

（１） 評価の方法 

 さむかわ元気プラン第３期計画の最終評価のため、町民を対象にアンケート調査を実施しました。 

 

実 施 日：７～１４歳  令和２年５月１５日から５月３１日  

１５歳以上  令和２年５月１５日から６月５日 

     実 施 方 法：郵送による配布・回収 

 

対象年齢 ７～１４歳 １５歳以上 計 

対象者数 ４６３人 １,２９６人 １,７５９人 

回 収 数 ２６９人    ４８６人 ７５５人 

回 収 率 ５８.１％ ３７.５％ ４２．９％ 

 

 また、幼児期については、令和元年度の母子保健事業の問診と健康診査の結果を集計し、高年期

のシニアクラブ加入率は、高齢介護課の集計結果を引用しています。 

 

（２） ライフステージ別の健康づくり評価基準 

前計画の評価は、計画にある分野に合わせた健康づくりから、ライフステージごとに設定した目

標数値の到達度により評価しました。 

評価基準としては、４２項目の指標と目標値について、平成２８年度のアンケートの結果と令和

２年度のアンケートの結果及び目標値を比較し、次の４分類としました。 

「Ａ 目標値に達した」 

「Ｂ 目標値に達していないが改善傾向にある」 

「Ｃ やや後退している（１～９％）」 

「Ｄ 悪化している（１０％以上）」 
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（３） 評価結果 

全４２項目のうち全体の２６項目（６２％）が目標達成あるいは、目標値に達していないが改善

傾向にあるとなりました。前回と比べ、改善項目が増加しています。 

残り１６項目（３８％）は、やや後退しているまたは悪化しているとなっています。 

目標達成あるいは、改善傾向は、幼年期、少年期に多くみられますが、すべての年代で食事・栄

養と歯科・口腔の項目にみられる結果となり、事業の効果と考えられます。 

悪化している７項目をライフステージ別に見ると、少年期の身体活動・運動の分野「遊ぶときは、

体を動かして遊ぶ割合」の減少、青年期・壮年期の休養・こころの健康の分野「普段の生活でスト

レスを感じる」の増加、中年期の身体活動・運動の分野「運動をまったくしていない割合」の増加、

高年期の疾病予防・健康管理の分野「過去１年間に、健康診断や人間ドックを受けていない割合」

の増加、地域の分野「シニアクラブ加入率」の減少となっています。 

運動、ストレスの項目の結果については、今回のアンケート時期が新型コロナウイルス感染症の

緊急事態宣言中と重なり、室内自粛が要請されていたことも影響していると考えられます。 

高年期の「シニアクラブ加入率」については、前回値が高齢者アンケートの集計結果の数値で 

実績値ではなかったことから正確な評価ができない結果となりました。 

 

ライフステージ別の健康づくり 項目数 
評価 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

1 幼年期（０～４歳） ４ １ ３ ０ ０ 

2 少年期（５～１４歳） ６ ３ １ １ １ 

3 青年期（１５～２４歳） ７ ２ ２ ２ １ 

4 壮年期（２５～４４歳） ７ ３ ０ ２ ２ 

5 中年期（４５～６４歳） ９ ２ ３ ３ １ 

6 高年期（６５歳以上） ９ ２ ４ １ ２ 

計 ４２ 
１３ １３ ９ ７ 

31.0％ 31.0％ 21.4％ 16.6％ 
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（４） ライフステージ別の健康づくり進捗状況 

 

  １  幼年期                                 

食育・栄養の分野「食事を子どもだけでする割合」は、目標値には達していませんが、改善がみ

られています。休養・こころの分野「２２時以降に就寝している子どもの割合」は、改善はしてい

ますが２割を超える結果となっています。幼児期の睡眠は成長に大きく影響することから、今後も

親世代への働きかけが必要です。歯と口腔の健康の分野「むし歯のない割合」は、２歳、３歳とも

に改善しました。 

幼児期の指標は、すべて改善傾向がみられ、現在の母子保健事業の継続が有効であると考えられ

ます。 

 

No 評価項目 分野 平成 28年度 目標値 令和 2年度 評価 

１ 食事を子どもだけでする割合 食事・栄養 １５．１％ １０％ １４．６％ Ｂ 

２ 22時以降就寝している子どもの割合 休養･こころ ２４．９％ ５％ ２１．８％ Ｂ 

３ 2歳でむし歯のない人の割合 歯・口腔 ９３．６％ ９５％ ９８．５％ Ａ 

４ 3歳でむし歯のない人の割合 歯・口腔 ７７．４％ ８８％ ８７．１％ Ｂ 

 

  ２  少年期                                 

食育・栄養の分野「朝食の欠食率」は、ほぼ目標値を達成し、「朝食を 1人で食べる割合」は 

大きく上回り達成しています。運動の分野「体を動かして遊ぶ」は後退しています。今回の調査は

緊急事態宣言下で親世代の在宅勤務や学校の休校などの影響も考えられ、引き続き状況をみていく

ことが必要です。歯と口腔の健康の分野とたばこ・アルコールの分野は目標値を達成しています。 

 少年期の指標は、改善傾向の項目が多く、学校での取り組みの継続が有効であると考えられます。 

 

No 評価項目 分野 平成 28年度 目標値 令和 2年度 評価 

１ 朝食の欠食率 食事・栄養 ３．７％ ０％ ０．４％ Ｂ 

２ 平日の朝食を 1人で食べる割合 休養･こころ ２４．９％ ２０％ ９．７％ Ａ 

３ 体を動かして遊ぶ割合 身体・運動 ６９．３％ ８０％ ５９．１％ Ｄ 

４ 普段イライラを感じている割合 休養･こころ ３２．８％ ３０％ ３４．２％ Ｃ 

５ 歯の健康に関心がない割合 歯・口腔 ２１．７％ １０％ ６．７％ Ａ 

６ ﾀﾊﾞｺ･酒害を大人より受けやす

いことを知っている割合 

たばこ 

アルコール 
６０．０％ ７０％ ８２．２％ Ａ 
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 ３  青年期                                  

食育・栄養の分野「朝食の欠食率」は大きく改善し、「外食時にカロリーや栄養成分に配慮する

割合」は目標値には達しませんでしたが、改善傾向がみられています。「女性のやせの割合」は、

やや後退しました。アンケートの分析結果から青年期の女性は、やせたい願望が強いことがわかっ

ており、適正体重の啓発が引き続き必要と考えられます。歯と口腔の健康の分野「歯の健康に関心

がない割合」は、やや後退しており、青年期は、すべての世代の中で最も歯の健康に関心がない世

代という結果となっています。歯周疾患の予防のため、若い世代からの対策が必要と考えられます。 

たばこ・アルコールの分野「２０歳未満でたばこを吸っている割合」、「２０歳未満でアルコール

を飲んでいる割合」ともに目標を達成し、０％となっています。 

 

No 評価項目 分野 平成 28年度 目標値 令和 2年度 評価 

１ 朝食の欠食率 食事・栄養 １５．２％ ０％ ４．７％ Ｂ 

２ 外食カロリー･栄養成分に配慮 食事・栄養 １５．１％ ３５％ ２５．２％ Ｂ 

３ 女性のやせの割合 食事・栄養 １３．６％ １０％ １４．５％ Ｃ 

４ 普段ストレスを感じる割合 休養･こころ １８．２％ １２％ ２２．４％ Ｄ 

５ 歯の健康に関心がない割合 歯・口腔 ２２．７％ ２０％ ２４．３％ Ｃ 

６ 20未満たばこを吸っている たばこ・ｱﾙｺｰﾙ ０％ ０％ ０％ Ａ 

７ 20未満ｱﾙｺｰﾙ類飲んでいる たばこ・ｱﾙｺｰﾙ ０％ ０％ ０％ Ａ 

 

  ４  壮年期                                 

食育・栄養の分野「朝食を食べない割合」は大きく改善し目標値を達成しました。「外食時にカ

ロリーや栄養成分に配慮する割合」は目標値には達しませんでしたが、改善傾向がみられています。

身体活動・運動の分野「運動を全くしない割合」、休養・こころの健康の分野「普段の生活でスト

レスを感じる割合」は後退していますが、緊急事態宣言下の環境変化も鑑み、引き続き状況をみて

いくことが必要です。健康管理分野「健康診断を受けていない割合」は後退しており、特定健診の

対象にならない４０歳以前の年代に対する働きかけを継続することが必要と考えられます。 

 

No 評価項目 分野 平成 28年度 目標値 令和 2年度 評価 

１ 朝食を食べない割合 食事・栄養 １８．５％ １５％ ３．０％ Ａ 

２ 外食カロリー･栄養成分に配慮 食事・栄養 ３２．６％ ３５％ ３１．７％ Ｃ 

３ 運動をまったくしていない割合 身体・運動 ３２．６％ ３０％ ３８．６％ Ｃ 

４ 普段ストレスを感じる割合 休養･こころ ２１．７％ １７％ ２９．７％ Ｄ 

５ 歯みがき１日２回以上する 歯・口腔 ６０．９％ ６５％ ８６．２％ Ａ 

６ 健康診断･ドック受けていない 健康管理 ２２．８％ ２０％ ３０．７％ Ｄ 

７ 父親･母親教室参加率 地域 ４４．９％ ４５％ ５６．９％ Ａ 
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  ５  中年期                                  

食育・栄養の分野「男性肥満者の割合」「女性肥満者の割合」は、どちらも後退しました。運動

の分野「運動をまったくしない割合」も後退しており、生活習慣病予防のため引き続き対策の継続

が必要と考えられます。歯と口腔の健康の分野「定期的に歯科健診や歯石除去・歯面清掃を受けて

いる割合」は目標値を達成しています。定期的な受診が７割近いこと、アンケート結果でこの年代

に「歯の間を清掃する器具を使用する」が５割を超えていることから、日ごろの歯の管理が徐々に

定着していることがわかりました。増加する歯周疾患のため対策を継続することが必要と考えられ

ます。たばこ・アルコールの分野「１日の飲酒量が 1合未満の割合」は、目標値には達していませ

んが、改善がみられています。しかし、アンケート結果では４５歳以上男性で「毎日飲む」が５割

以上で、体重増加との関連も考えられ、適正飲酒について引き続きの対応が必要です。疾病予防・

健康管理の分野「がん検診を受けていない割合」は目標値を達成しました。 

 

No 評価項目 分野 平成 28年度 目標値 令和 2年度 評価 

１ 男性肥満者の割合 食事・栄養 ２７．８％ ２５％ ３２．６％ Ｃ 

２ 女性肥満者の割合 食事・栄養 １６．４％ １５％ ２４．６％ Ｃ 

３ 運動をまったくしていない割合 身体・運動 ３５．４％ ２５％ ３８．２％ Ｄ 

４ 定期歯科健診・歯石除去受ける 歯・口腔 ３３．８％ ４５％ ６９．９％ Ａ 

５ 55～64自分の歯24本以上ある 歯・口腔 － ７０％ ５１．９％ Ｂ 

６ たばこを吸っている割合 たばこ・ｱﾙｺｰﾙ ２５．２％ １０％ １９．５％ Ｂ 

７ 1日飲酒量 1合未満の割合 たばこ・ｱﾙｺｰﾙ ３２．３％ ６５％ ５７．８％ Ｂ 

８ 健康診断･ドック受けていない 健康管理 １５．０％ １０％ １６．３％ Ｃ 

９ 定期的にがん検診受けていない 健康管理 ４７．２％ ３５％ ３５．０％ Ａ 
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  ６ 高年期                                  

食育・栄養の分野「６０～７４歳のやせの割合」は目標値を下回りました。さらに７５歳以上で

みると、男性は３割を超え、女性は４割を超えていることがわかりました。高齢者のやせは、日常

生活自立の低下や認知症のリスクとなることから、対応が必要と考えられます。また、心身の虚弱

（フレイル）を防ぐため、地域とのつながりが重要となりますが、シニアクラブの加入率は目標を

達成していません。この結果は、前回は高齢者アンケートの「何らかの地域活動に参加しているか」

の数値を指標としており、シニアクラブ単独の加入率ではなかったため、適切な比較ができないこ

とによるものです。地域活動の参加は、健康づくりに大きく影響することから、高齢者が参加する

機会を増やすことが重要となります。多くの方が参加しやすい環境づくりが必要と考えられます。 

歯と口腔の健康の分野「定期的に歯科健診や歯石除去・歯面清掃を受けている割合」は目標値を達

成しています。今回からの取り入れた「７５～８４歳で自分の歯２０本以上ある割合」については、

今後の推移が対策の効果判定の指標となります。健康管理の分野「健康診断受けていない」は後退

しています。今後の対応が必要と考えられます。 

 

No 評価項目 分野 平成 28年度 目標値 令和 2年度 評価 

１ 60～74歳のやせの割合 食事・栄養 － ２２％ ２５．０％ Ｂ 

２ 運動をまったくしていない割合 身体・運動 １６．０％ １０％ １９．０％ Ｃ 

３ 普段の睡眠十分とれている割合 休養･こころ ３５．５％ ３５％ ３７．３％ Ａ 

４ 定期歯科健診・歯石除去受ける 歯・口腔 ３５．３％ ４０％ ６４．１％ Ａ 

５ 75～84歳で自分の歯20本以上 歯・口腔 － ５４％ ４７．３％ Ｂ 

６ 健康診断･ドック受けていない 健康管理 １７．６％ １２％ ２９．４％ Ｄ 

７ 定期的にがん検診受けていない 健康管理 ３４．５％ ２５％以下 ２７．５％ Ｂ 

８ たばこを吸っている割合 たばこ・ｱﾙｺｰﾙ １６．８％ ８％以下 ９．８％ Ｂ 

９ シニアクラブ加入率 地域 ２１．３％ ３０％以下 ５．２％1 Ｄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
1 シニアクラブ加入率は現状値令和元年度 
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第６章 町民の健康状況 

１ 人口の状況 

 本町の人口は、平成２４年から平成３０年までの７年間では６９２人（１．５％）増加して

４８，２３２人となりました。 

１世帯当りの人口については、平成２４年から平成３０年までの７年間では０.１人（３.

８％）減少しました。原因としては、核家族化、少子化、晩婚化などの進行が考えられます（図

表 1）。 

 

 

 

人口と１世帯当たり人口の推移 
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図表 1 
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資料：寒川町「2018統計さむかわ」 
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本町の令和２年４月１日現在における年齢階級別人口割合をみると、全人口４８,７４３人のう

ち０～１４歳までの年少人口が６,２９９人（１２.９％）、１５～６４歳までの生産年齢人口が２

９,１８９人（５９.９％）、６５歳以上の老年人口が１３,２５５人（２７．２％）となっています

（図表 2）。 
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図表 2 
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資料：寒川町「住民基本台帳 
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２ 出生及び死亡の状況 

 本町では、平成２９年では、死亡数が４３２人に対して出生数が３７０人であり、死亡数の

方が出生数より６２人、多くなっています（図表 3）。また、主な死因で最も多いのは悪性新生

物１３７人（３１.７％）で、次に心疾患６１人（１４.１％）、脳血管疾患３６人（８.３％）

の順となっており、これら３大死因の全死因に占める割合は５４.１％となっています（図表 4）。 
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主要死因別死亡割合の推移 
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図表 3 

図表 4 

（人） 

資料：茅ヶ崎保健福祉事務所「平成 29年統計 人口動態統計」 

資料：茅ヶ崎保健福祉事務所「平成 29年統計 人口動態統計」 
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３ 国民健康保険事業の状況 

 医療費全体については、平成２７年から平成３０年の４年間で６億６千万円（１４．４％）

減少し、平成３０年度では３９億２千万円となっています。 

1 人当たりの医療費については、４年間で８,８００円（２.６％）増加し、平成３０年では

３５０,９００円となっています（図表 5）。 
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図表 5 

資料：寒川町保険年金課 
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４ 介護保険事業の状況 

平成２７年度から令和元年度の５年間で約５億２千万円（２３.７％）増加し、約２６億９

千万円となります（図表 6）。 

要支援・要介護認定者数は、平成２７年度から令和元年度の５年間で４１４人（２７．０％）

の増加となります（図表 7）。 
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図表 6 
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資料：寒川町高齢介護課 
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５ 生活習慣病健診等の状況 

（１）特定健康診査受診状況 

特定健康診査・特定保健指導は、平成２０年度より制度が開始されました。 

特定健康診査の受診者数は、平成３０年度は前年度より２４５人減少。受診率は３３．５％

で（１．７ポイント）減少しています（図表 8）。 

また、平成３０年度の特定健康診査結果については、積極的支援の人が２.４％、動機付け

支援の人が９.０％と、この両者の合計は１１.４％を占めています（図表 9）。 
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特定健康診査結果における指導区分別人数割合 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：寒川町高齢介護課 

図表 8 
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図表 9 
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（２）内臓脂肪症候群の状況 

 内臓脂肪症候群該当者1の割合は、平成２９年度から平成３０年度で１．９ポイント増加して

います（図表 10）。 

 

 

 

内臓脂肪症候群該当者数割合 

 

 

 

 

 

 

 

                         
1
内臓脂肪症候群該当者とは腹囲が男性 85㎝以上、女性 90㎝以上で、3つの項目（血中脂質、血圧、血糖）のうち 2つ以上の項目に該当

する者。予備軍とは腹囲が 85㎝、女性 90㎝以上で、3つの項目（血中脂質、血圧、血糖）のうち 1つに該当する者 

 

資料：神奈川県国民健康保険団体連合会 

図表 10 
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（３）高血圧の状況 

高血圧2について、正常な人の割合は、平成２９年度から平成３０年度で最高血圧値では０．６ポ

イント減少しています（図表 11）。また、最低血圧値では０．３ポイント増加しています（図表 12）。 

 

 

 

拡張期血圧結果別人数割合：最高血圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：神奈川県国民健康保険団体連合会 

 

 

 

 

拡張期血圧結果別人数割合：最低血圧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：神奈川県国民健康保険団体連合会 

                         
2 高血圧とは、収縮期血圧 130mmHg以上、拡張期血圧 80mmHgのいずれか一方、または、両方に該当するものをいいます。 

図表 11 
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（４）コレステロールの状況 

中性脂肪3について、正常な人の割合は、平成２９年度から平成３０年度で０．６ポイント増

加しています（図表 13）。またＨＤＬコレステロール4は０．４ポイント減少しています（図

表 14）。 

 

 

 

検査結果別人数割合：中性脂肪 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査結果別人数割合：HDLコレステロール 

 

                         
3 中性脂肪とは体のエネルギーとなる脂質の一種です。 高値：１５０㎎/㎗以上 
4 HDLコレステロールとは、善玉コレステロールと呼ばれ、体内（細胞）に蓄積された古いコレステロールを回収し肝臓に送る働きがあ

ります。低値：４０㎎/㎗未満 
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資料：神奈川県国民健康保険団体連合会 

図表 14 

資料：神奈川県国民健康保険団体連合会 
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（５）糖尿病の状況 

糖尿病5について、正常な人の割合は、平成２９年度から平成３０年度で１２．４ポイント

減少しています（図表 15）。 

 

 

 

検査結果別人数割合：糖尿病 

                         
5 糖尿病における高値とは、ヘモグロビンＡ１ｃが 5.6％以上、または、空腹時血糖値が血漿 100mg/㎗以上となります。 

 

図表 15 
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資料：神奈川県国民健康保険団体連合会 
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（６）喫煙の状況 

たばこを吸っていない人の割合については、平成２９年度から平成３０年度で０．２ポイ

ント増加しています（図表 16）。 

 

 

検査結果別人数割合：喫煙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）飲酒量の状況 

飲酒量の割合については、平成２９年度から平成３０年度の飲酒量の割合の大きな変化は

ありません（図表 17）。 

 

 

 

検査結果別人数割合：飲酒量 
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図表 17 

資料：神奈川県国民健康保険団体連合会 

資料：神奈川県国民健康保険団体連合会 
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（８）がん検診の状況 

各種がん検診の受診率は平成３０年度から令和元年度の２年間で３１人（０．３％）増加

し、１１，００７人となっています。個別にみると肺がん検診で１，３８９人となっていま

す（図表 18）。 

要精検率についても０．１％増加し、６４３人となっています。 

個別にみると大腸がん検診の要精検率は０．２ポイント増加し、３３６人となっています

（図表 19）。 
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各種がん検診要精検者割合の推移 
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図表 18 
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資料：寒川町健康･スポーツ課 

図表 19 

資料：寒川町健康･スポーツ課 
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６ 歯科健康診査の状況 

(１)３歳６か月児健康診査の状況 

 ３歳６か月児健康診査について平成３０年度の受診数は、身体で３８１人、歯科で３８１人

となっています（図表 20）。また、平成３０年度の３歳６か月児健康診査結果については、身

体的問題が１.８％、う蝕罹患が１４．７％、この両者の合計は１６.５％を占めています（図

表 21）。 

 

  

３歳６か月児健康診査の推移 
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３歳６か月健康診査の結果 

  
 

図表 20 
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資料：寒川町子育て支援課 
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図表 21 
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(２)児童・生徒の虫歯の状況  

 児童・生徒の歯科健診について令和元年度の受診数は、小学生で２，５４１人、中学生で１，２

２６人となっています（図表 22）。また、虫歯の罹患率は平成３０年度から令和元年度の２年間で、

小学生は７８人（２．３ポイント）減少し、中学生は２３人（４．２ポイント）減少しています（図

表 23）。 

 

 

 児童・生徒の歯科健診受診者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童・生徒の虫歯罹患率の状況 

 

 

 

図表 22 
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資料：寒川町学校教育課 
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(３)成人歯科健康診査の状況 

成人歯科健康診査の受診者数は、平成３０年度から令和元年度の２年間で８人(９％)減少してい

ます（図表 24）。 

 また、令和元年度の成人歯科健康診査結果については、要治療の人が９１．５％、要指導の人が

３.６％、この両者の合計は９０.１％を占めています（図表 25）。 

 

 

 

成人歯科健康診査の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

成人歯科健康診査の結果 
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資料：寒川町健康・スポーツ課 
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１ ＢＭＩの目標範囲 

厚生労働省は、健康の維持・生活習慣病などを減らすため、身長と体重から肥満度を算出す

る体格指数の「ＢＭＩ（body mass index)）の目標値を示しました（2020年）。 

年齢が高くなるほど低栄養状態になる人の割合が増え、筋肉量の減少（サルコペニア）の危

険性が高まることが判明しました。 

転倒予防や介護予防の観点もふまえ、50 歳代以上はＢＭＩの下限を上げた目標値にしまし

た。 

 

◆ＢＭＩの計算式は次のとおりです。あなたのＢＭＩを求めてみましょう。 

 

ＢＭＩ＝体重ｋｇ÷身長ｍ÷身長ｍ 

適正体重＝身長ｍ×身長ｍ×22ｋｇ 

 

（計算例） 

身長：170ｃｍ 体重 70ｋｇの場合 

ＢＭＩ 70ｋｇ÷1.7ｍ÷1.7ｍ＝24.2 

（参考）適正体重 1.7ｍ×1.7ｍ×22＝63.58ｋｇ 

 

◎目標とするＢＭＩの範囲（１８歳以上）    

 

年   齢 

 

目標とするＢＭＩ（ｋｇ／㎡） 

 

  １８～４９歳 

 

１８．５～２４．９ 

 

５０～６４歳 

 

２０．０～２４．９ 

 

６５～７４歳 

 

２１．５～２４．９ 

 

７５歳以上 

 

２１．５～２４．９ 

       

厚生労働省「日本人の食事摂取基準 2020年版」より 
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２ さむかわ wakuwaku体操（平成１９年１０月） 

みんな みんな みんな 起きようよ 

朝   朝   朝ですよ 

お日様 キラキラ 川面
かわ も

も キラキラ 

まぶしい笑顔で おはようさん 

 

※不思議な気持ち みんな笑ってる 

強く明るく元気よく 空の上まで ジャンプ ジャンプ ジャンプ 

不思議な 力
ちから

   みんな集まれ 

大きな輪になって 元気になろう 

 

川と文化の街の空 

ダイサギ 飛び回り 

大地はやさしい スイセン スイスイ 

みんなに笑顔を よせている 

 

不思議な気持ち みんな笑ってる 

手を振り足踏み続けよう もっと元気よく ファイト ファイト ファイト 

ちいさな子から お年寄りまで 

大きな輪になって 仲間になろう 

 

力
ちから

 ワクワク 元気 ワクワク 気持ちワクワク 体 ワクワク 

※くりかえし 

 

不思議な 力
ちから

   みんな集まれ 

大きな輪になって 元気になろう 

大きな輪になって ゆっくり休もう 

 

 

 

この体操は、明るい歌とリズムで小

さい子どもからお年寄りまで誰で

も楽しめます。また、「オリジナル」

「ゆっくり」「座位」と３種類の動

きがあるので、体調に合わせてでき

ます。 
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 ３ 生き生き長生き体操（寒川町棒体操）（昭和６１年１０月） 

 

水仙
すいせん

が  明るくいぶく 

寒川の   花とみどりよ 

山なみを  はるかに望み 

われらみな 力すこやかに 

あたらしく 進みゆくまち 

  

 

木犀
もくせい

が    ゆかしく香る 

寒川の    古き歴史よ 

相模川    きよらに流れ 

われらみな  心あたたかく 

しあわせの  夢多きまち 

ああ 寒川は のびるふるさと 

ああ 寒川は とわのふるさと  

 

（寒川町の歌） 

 

 

 

 

   

          

 

この体操は、昭和５５年に制定した 

「寒川町の歌」に振りをつけたものです。 

ゆったりとしたリズムに合わせ、ポールを 

使って行います。 
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４ 寒川町歯及び口腔（くう）の健康づくり推進条例 

（目的） 

第 1条 この条例は、歯及び口腔の健康づくりが、生活習慣病の予防など全身の健康の保持増

進に重要な役割を果たすことに鑑み、歯及び口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、及

び町、町民、歯科医療従事者等の責務を明らかにするとともに、歯及び口腔の健康づくりに

関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯及び口腔の健康づくりに関する施策

を総合的に推進し、もって町民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第 2条 歯及び口腔の健康づくりは、子どもの健やかな成長、食育の推進、生活習慣病及び介

護の予防、重症化の防止等に資するものであることから、町民一人一人が、生涯にわたり自

主的に歯及び口腔の健康づくりに関する取組を推進できるよう、環境の整備を図ることを基

本理念とする。 

（町の責務） 

第 3 条 町は、前条に定める基本理念を踏まえ、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23

年法律第 95号）、健康増進法（平成 14年法律第 103号）、母子保健法（昭和 40年法律第 141

号）その他の歯及び口腔の健康づくりに関する法令に基づき、歯及び口腔の健康づくりに関

する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。 

2 町は、歯及び口腔の健康づくりの推進に当たっては、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士

その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務（以下「歯科医療等業務」という。）に従事

する者（以下「歯科医療等業務従事者」という。）並びに保健、医療、教育、社会福祉、労

働衛生その他の歯及び口腔の健康づくりに関連する業務に従事する者及びこれらの業務を

行う団体との連携協力体制の整備に努めなければならない。 

（町民の責務） 

第 4条 町民は、歯及び口腔の健康づくりに関する正しい知識を持ち、生涯にわたり日常生活

において自ら口腔疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受け、

必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯及び口腔の健康づくりに努めるものとす

る。 

（歯科医療等業務従事者の責務） 

第 5条 歯科医療等業務従事者は、歯及び口腔の健康づくりに資するよう、医師その他歯科医

療等業務に関連する業務に従事する者との緊密な連携を図りつつ、適切にその業務を行うと

ともに、町が講ずる歯及び口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（保健、医療、教育及び社会福祉関係者並びに事業者の役割） 

第 6条 保健、医療、教育及び社会福祉に係る業務に携わる者並びに事業者は、それぞれの業

務において、相互に連携を図りながら歯及び口腔の健康づくりの推進に積極的な役割を果た

すよう努めるものとする。 
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（基本的施策） 

第 7条 町は、町民の歯及び口腔の健康づくりの推進を図るため、次に掲げる事項について必 

要な施策を講ずるものとする。 

(1)  8020運動（80歳になっても自分の歯を 20本以上保つことを目的とした歯科口腔保健

に関する取組）の普及啓発並びに歯及び口腔の健康づくりに関する正しい知識及び適切な

口腔管理の実践に向けた取組方法等の普及啓発に関すること。 

(2)  定期的に歯科検診を受けること、必要に応じて歯科保健指導を受けること及びかかり

つけ歯科医を持つことの促進に関すること。 

(3) 口腔に発生するがん等の対策に関すること。 

(4) 歯科保健サービスを受けることが困難な障害者、介護を必要とする者等に係る歯及び

口腔の健康づくりの推進に関すること。 

(5)  食育並びに歯及び口腔の健康づくりを併せた施策及びその推進に関すること。 

(6)  歯及び口腔の健康づくりに携わる人材の確保及び研修等による資質の向上に関するこ

と。 

(7)  歯及び口腔の健康づくりの効果的な実施に資する情報の収集及び調査研究に関するこ

と。 

(8)  歯科医療等業務従事者並びに保健、医療、教育及び社会福祉関係者並びに事業者との

連携体制の構築に関すること。 

(9)  前各号に掲げる事項のほか、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する基本施策として

必要な事項 

附 則 

この条例は、平成 26年 4月 1日から施行する。 
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５ 湘南版おくちの健口体操 湘南くち体操 
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６ 計画策定経過 

 
１ さむかわ元気プラン推進委員会の実施状況 

 

令和元年度 

年月日

（１）令和元年度各団体の事業予定について

（２）チャレンジデーについて

（１）次期計画の策定について

（２）次期計画策定スケジュールについて

（３）さむかわ元気プランアンケート（案）と指標の評価について

（４）歯っぴぃデーについて

（３）食育ひろばについて

議題

令和1年5月15日第１回

令和2年2月19日第２回

 

 

令和２年度 

令和2年8月6日第１回
（３）第２次さむかわ元気プラン素案について

（１）委員長、副委員長の選出について　

（２）さむかわ元気プラン第３期計画の概要について

（４）今後のスケジュールについて

 

 

 

２ さむかわ元気プラン連絡会の実施状況 

（１）さむかわ元気プラン第３期計画の進捗状況について

（２）第２次さむかわ元気プランの素案について
令和2年8月5日第１回
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３ パブリックコメント実施結果 

 

（１）募集期間  令和２年１０月１日（木）～令和２年１１月１日（日） 

 

（２）閲覧場所  町役場２階情報公開コーナー、同２階健康・スポーツ課、 

健康管理センター窓口、町民センター、同センター分室 

北部文化福祉会館・南部文化福祉会館、 

シンコースポーツ寒川アリーナ（寒川総合体育館） 

寒川総合図書館、ふれあいセンター、町ホームページ 

 

（３）意見の提出状況 

        意見提出者数   ０名 

※意見の応募対象者であるか不明である方 ０名 

         意見総数     ０件 
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 ７ 設置要綱・委員会名簿 

 
１ さむかわ元気プラン推進委員会設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、さむかわ元気プラン推進委員会に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 町民の総合的な健康づくりを目指し、さむかわ元気プラン（以下「プラン」という。）

の推進に必要な調査研究等を行うため、さむかわ元気プラン推進委員会（以下「委員会」 と

いう。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第３条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

（１） プラン推進のための調査研究及び行動に関すること 

（２） さむかわ wakuwaku 体操をはじめとする運動習慣の定着と食育の普及啓発に関するこ

と 

（３） プラン推進のため各関係機関等との協働連携に関すること 

（４） プランの進捗状況の評価検証に関すること 

（５） 前各号に掲げるもののほか、プランの推進に必要な事項 

（組織） 

第４条 委員会の委員は、２２人以内をもって組織する。 

２ 委員は、別表に掲げる者から町長が委嘱又は任命する。 

 （任期） 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員の再任は、妨げない。 

（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議及び意見の聴取） 

第７条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴

くことができる。 

（秘密の保持） 

第８条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、

また同様とする。 

（事務局） 

第９条 委員会の庶務は、健康福祉部健康づくり課において処理する。 
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（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会

に諮って定める。 

 附 則 

この要綱は、平成２０年６月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２４年７月３１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

別表（第４条関係） 

（１） 公募の町民 

（２） 茅ヶ崎医師会の代表 

（３） 茅ヶ崎歯科医師会の代表 

（４） 茅ヶ崎寒川薬剤師会の代表 

（５） 寒川町自治会長連絡協議会の代表 

（６） 寒川町民生委員児童委員協議会の代表 

（７） 寒川町社会福祉協議会の代表 

（８） 町内の健康福祉関係団体等の代表 

（ア）町食生活改善推進団体 

（イ）町シニアクラブ連合会 

（ウ）茅ヶ崎市・寒川町地域活動栄養士 にんじんの会 

（９） 町内の母子保健関係団体の代表 

（10） 町内のスポーツ教育関係団体等の代表 

（ア）町体育協会 

（イ）町レクレーション協会 

（ウ）町婦人会 

（エ）町ＰＴＡ連絡協議会 

（11） 町内の産業振興関係団体等の代表 

（ア）ＪＡさがみ農業協同組合 

（イ）町商工会 

（12） 健康運動ボランティアの代表 
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（13） 町立小中学学校長等 

（14） 茅ヶ崎市保健所職員 

 

 

 さむかわ元気プラン推進委員会委員名簿   

 

 区 分 団体名等 氏 名 備 考 

１ 公募の町民 公募の町民 酒井 明美  

２ 公募の町民 公募の町民 亀山 一枝  

３ 茅ヶ崎医師会 一般社団法人茅ケ崎医師会 髙山 慶一郎  

４ 茅ヶ崎歯科医師会 一般社団法人茅ケ崎歯科医師会 神部 哲哉  

５ 茅ヶ崎寒川薬剤師会 一般社団法人茅ケ崎寒川薬剤師会 小林 きぬ子 委員長 

６ 自治会連絡協議会 寒川町自治会連絡協議会 猿渡 修悟  

７ 民生委員児童委員協議会 寒川町民生委員児童委員協議会 𠮷川 京子 副委員長 

８ 社会福祉協議会 社会福祉法人寒川町社会福祉協議会 浅野 瑠水  

９ 健康福祉関係団体 寒川町食生活改善推進団体 黒瀧 馨  

10  寒川町シニアクラブ連合会 滝澤 大行  

11  茅ヶ崎市・寒川町地域活動栄養士にんじんの会 江頭 房江  

12 母子保健関係団体 旭保育園 落合 智賀子  

13 スポーツ及び教育関係団体 寒川町体育協会 石井 浩  

14  寒川町レクレーション協会 大久保 寧繙  

15  寒川町婦人会 稲垣 武子  

16  寒川町ＰＴＡ連絡協議会 青木 義博  

17 産業振興関係団体 さがみ農業協同組合寒川支店 小出 健二  

18  寒川町商工会 三簾 博照  

19 健康運動ボランティア団体 健康運動ボランティア 青木 春義  

20  健康運動ボランティア 田中 辰夫  

21 寒川小中学学校長会 寒川町小中学校長会 菊池 英俊  

22 茅ヶ崎市保健所 茅ヶ崎市保健所 榎本 浩二  

 

（任期：令和２年７月３１日から令和４年７月３０日） 
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２ さむかわ元気プラン連絡会設置要領 

（設置） 

第１条 町民の総合的な健康づくりを目指し、さむかわ元気プラン（以下「プラン」という。）を推進し、

各課等の調整を図るため、庁内にさむかわ元気プラン連絡会（以下「連絡会」 という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 連絡会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）プランの策定に関すること。 

（２）プランに係わる各課等との調整及び推進に関すること。 

（３）その他プランの推進に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 連絡会は、別表に掲げる者をもって組織する。 

（会長及び副会長） 

第４条 連絡会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長には健康福祉部長を、副会長には健康づくり課長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理し、連絡会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 連絡会は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 会長は、会議の運営上必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 連絡会の庶務は、健康福祉部健康づくり課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要領に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

   附 則 

この要領は、平成２４年 ６月１３日から施行する。 

   附 則 

この要領は、平成２９年 ４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年 ４月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、令和３年 ４月１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

 

１ 健康福祉部長 

 

２ 町民部町民協働課長 

３ 町民部町民窓口課長 

４ 学び育成部子育て支援課長 

５ 学び育成部学び推進課長 

６ 学び育成部スポーツ課長 

７ 健康福祉部福祉課長 

８ 健康福祉部高齢介護課長 

 ９ 健康福祉部保険年金課長 

１０ 健康福祉部健康づくり課長 

１１ 環境経済部農政課長 

１２  教育委員会教育政策課長 

１３  教育委員会学校教育課 

１４ 教育委員会教育施設給食課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

○健 康 都 市 宣 言 

                 （昭和６２年９月２８日） 

 

健康は、生きがいのある充実した生活を送るうえで、最も重要で 

基本的な条件である。 

高齢化社会の進展、生活様式の変化に伴い、豊かで住み良い生活 

環境の確保と健康づくりを積極的に進めていくことが重要である。 

寒川町は、このような現状を踏まえ、町民一人ひとりが生涯を通 

じて健全な心と体を育てることにつとめ、明るく幸せな生活を送る 

   ことをねがい、ここに「健康都市」とすることを宣言する。 
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○町章―昭和 25 年 10 月 11 日議決 

寒川町の「サ」の頭文字を示し、町の平和（円）と

町民の団結（くさび）を表しています。 

○町の花（すいせん）・町の木（もくせい） 

―昭和 48 年 4 月 2 日制定 

明るく楽しい豊かなまちづくりにふさわしい町の

「花と木」を町民の投票によって決めました。 

美しい花と緑にあふれた住みよいまちづくりを進め

ていきたいという願いと次の時代を背負って立つ子ど

もたちに花や木を愛するやさしい気持ちを引き継いで

広めていってもらいたいという願いがこめられていま

す。 

○町の鳥（ダイサギ）―平成 10 年 11 月 1 日制定 

寒川町の飛躍を願い、大きく羽ばたく様子を表して

います。町が大きく発展してもらいたい、自然を守る

考えを広めていってもらいたいという願いをこめて公

募により決めました。 

大きく白くきれいで飛んでいる姿がすばらしい、寒

川町が有力な繁殖地で地域になじみ深い、などの理由

から決まりました。 

表紙は、このダイサギをイメージしたものです。 


